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黄

海

静

武
周
政
権
に
お
け
る
仏
教
の
役
割

ー
「
訳
場
列
位
」
に
登
場
す
る
買
磨
福
を
中
心
と
し
た
一
考
察
|

は
じ
め
に

武
則
天
(
六
二
四
頃

3
七
O
五
年
)
白
武
周
革
命
を
め
ぐ
る
研
究
に

は
周
知
の
よ
う
に
豊
富
な
蓄
積
が
あ
る
(
1
)
。
そ
の
う
ち
、
政
権
纂
奪

の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
に
仏
教
が
利
用
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
も
、

既
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
(
2
)
。
そ
の
際
、
従
来
の
研
究
で
は
、
武
則

天
白
支
配
を
正
統
づ
け
た
仏
典
と
し
て
、
『
大
雲
経
』
(
『
大
雲
経
疏
』
)

や
『
宝
雨
経
』
と
い
っ
た
仏
典
に
分
析
の
比
重
が
置
か
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
武
周
期
(
六
九

0
1七
O
五
年
)
の
仏
典
の
訳
経
事
業
を

ふ
り
か
え
れ
ば
、
武
則
天
が
自
ら
序
文
を
書
い
た
仏
典
、
例
え
ば
『
大

方
広
仏
華
厳
経
』
(
八

O
巻
)
・
『
大
乗
入
梼
伽
経
』
(
七
巻
)
な
ど
に
よ

り
注
目
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
特
に
、
武
周
政
権
に
お
い
て
仏
教

を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
た
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
ま

ず
、
武
則
天
期
の
写
経
、
或
い
は
訳
経
事
業
等
の
国
家
の
主
導
の
も
と

に
行
わ
れ
た
仏
教
事
業
に
、
国
家
の
官
僚
を
含
め
た
ど
の
よ
う
な
人
物

が
関
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
P

つ。

武
周
期
(
六
九

0
1七
O
五
年
)
の
国
家
に
よ
る
訳
経
事
業
で
漢
訳

さ
れ
た
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
な
ど
の
奥
書
に
は
、
当
該
仏
典
の
漢
訳

に
関
わ
っ
た
人
物
の
名
前
等
が
列
記
さ
れ
て
お
り
、
「
訳
場
列
位
(
3
)
」

と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
当
然
な
が
ら
僧
の
名
前
が
多
く
挙
が
っ
て

お
り
、
一
方
で
官
僚
で
あ
る
人
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
そ
の

中
で
も
買
層
福
と
い
う
人
物
が
集
中
的
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
注
目

し
ム
た
い
。
頁
師
牌
福
と
い
う
人
物
は
、
武
則
天
の
仏
教
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て

考
察
す
る
際
に
、
従
来
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
(
土
。
し

か
し
、
彼
は
武
則
天
の
訳
経
事
業
に
活
躍
し
た
の
み
で
は
な
く
、
武
則

天
が
天
下
諸
州
に
置
い
た
大
雲
寺
田
一
つ
で
あ
る
河
内
(
懐
州
)
大
雲

寺
の
碑
文
を
蝶
し
且
つ
揮
事
し
て
い
る
。
し
か
も
、
彼
は
三
階
教
と
も

関
係
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
買
層

福
は
武
周
期
の
仏
教
と
政
治
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
人

物
の
一
人
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
武
周
期
の
「
訳

場
列
位
」
等
の
史
料
に
登
場
す
る
こ
の
貰
謄
福
と
い
う
人
物
を
手
が
か

り
に
す
る
と
と
で
、
武
則
天
の
仏
教
と
政
治
の
関
係
に
お
け
る
一
側
面



に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
を
し
て
み
た
い

武
周
期
の
国
家
事
業
と
し
て
の
訳
経
と
官
僚
・
買
麿
福

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
(
八

O
巻
)
は
、
証
聖
元
年
(
六
九
五
)
に
子

闘
国
三
蔵
実
叉
難
陀
に
よ
っ
て
東
都
(
洛
陽
)
の
宮
中
の
大
遍
空
寺
で

翻
訳
さ
れ
、
聖
暦
二
年
(
六
九
九
)
に
翻
訳
が
終
了
し
た
(
5
)
。
ま
た
、

司
自
区
と
い
う
番
号
を
付
さ
れ
た
『
進
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経
表
』
と

い
う
写
本
史
料
が
敦
煙
遺
書
中
に
は
存
在
す
る

(
8
)
。
こ
の
史
料
は
、

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
の
漢
訳
が
終
っ
た
後
に
、
翻
訳
に
関
わ
っ
た
も

の
た
ち
が
武
則
天
に
上
表
し
た
文
の
写
本
で
あ
る
。
こ
の
写
本
に
は

『
大
周
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経
総
目
一
巻
』
と
い
う
『
大
方
広
仏
華
厳

経
』
の
目
録
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
後
に
は
、
翻
訳
に
関
係
し
た

僧
の
尊
号
所
属
寺
院
・
僧
職
扱
び
に
僧
名
、
及
び
国
家
の
官
僚
の
所

属
、
な
い
し
職
掌
と
名
前
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
記
述

を
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

大
方
蹟
俳
花
巌
経
惣
目
一
巻

聖
暦
二
年
十
月
八
日
依
経
撲

翻
経
大
徳
大
幅
先
寺
僧
復
薩

翻
経
大
徳
崇
先
寺
上
座
僧
法

翻
経
大
徳
秦
州
大
雲
寺
主
僧
媛

翻
経
大
徳
荊
州
玉
泉
府
僧
弘
景

翻
経
大
徳
大
一
層
一
先
寺
上
座
僧
波
嵩

翻
綴
大
徳
長
部
寺
主
僧
智
激

翻
経
大
徳
大
福
一
先
寺
維
那
僧
恵
鍛

翻
経
大
徳
併
授
記
寺
上
座
僧
玄
度
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翻

経

大

徳

大

周

西

寺

僧

法

蔵

審

覆

翻
経
大
徳
仰
授
記
寺
主
僧
徳
感
審
覆

翻
経
大
徳
中
大
雲
寺
都
維
那
僧
玄
軌
審
履

三
蔵
沙
門
子
顕
圏
僧
賓
叉
難
路
審
覆

三
蔵
沙
門
大
一
届
先
寺
僧
義
浮
審
覆

判
官
承
奉
郎
守
友
玉
鈴
術
録
事
参
軍
千
師
逸

使
朝
請
大
夫
守
太
子
中
台
人
上
住
図
買
謄
一
帽

(出血

(eHV8E)

以
上
の
記
述
か
ら
は
、
『
大
周
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経
総
目
』
が
型

府
二
年
(
六
九
九
)
十
月
八
日
に
撰
定
さ
れ
、
翻
経
大
徳
を
つ
と
め
た

大
福
先
寺
の
僧
復
礼
(
7
)

が
「
撰
録
」
し
、
崇
先
寺
上
座
僧
法
宝

(
8
)

・
秦
州

(
H粛
省
)
大
雲
寺
主
僧
霊
叡
等
一

O
名
翻
経
大
徳
と
子

関
国
僧
尖
叉
難
陀
(
9
了
大
福
先
寺
僧
義
浄
(
叩
)
と
い
う
二
名
三
歳
沙

門
、
計
一
二
名
目
僧
が
審
覆
を
行
っ
た
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ

由
記
述
申
終
わ
り
の
部
分
に
は
、
「
判
官
承
奉
郎
守
左
玉
鈴
衛
録
事
参

軍
子
師
逸
、
使
朝
詩
大
夫
守
太
子
中
舎
人
上
柱
闘
頁
勝
一
耐
」
と
し
て
子

師
逸
、
及
び
本
稿
が
中
心
に
扱
う
頁
謄
福
と
い
う
二
名
の
官
僚
の
名
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
名
の
官
僚
の
名
は
、
『
大
方
広
如
来
不
思
議
境

界
経
』
(
一
巻
)
の
奥
書
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
当
該
の

記
述
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

聖
暦
二
年
歳
次
己
亥
十
月
八
白
書
畢

三
政
沙
門
子
関
園
僧
質
叉
難
陀
諜
党
本

三
蔵
沙
門
大
一
細
一
先
寺
僧
義
浄
護
課
党
本

烏

蔓

圏

沙

門

達

摩

戟

陀

諜

語
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極
経
大
徳
大
周
西
寺
僧
法
裁
筆
受

翻
謡
大
徳
僻
授
記
寺
上
座
僧
玄
度
採
文

制
経
大
徳
崇
先
寺
上
座
僧
法
質
諮
義

摺
経
大
徳
秦
州
大
雲
寺
主
僧
霊
叡
九
時
宜
義

翻
経
大
徳
荊
州
玉
泉
寺
僧
弘
景
誼
義

翻
経
大
徳
大
幅
先
寺
僧
復
蹴
謹
義

翻
経
大
徳
大
一
一
帽
先
寺
上
座
僧
波
端
護
義

翻

経

大

徳

長

喜

寺

僧

智

灘

護

義

翻
経
大
徳
大
一
一
咽
先
寺
都
維
那
僧
慧
餓
謹
義

翻
経
大
徳
仰
授
記
寺
主
僧
徳
感
議
議

翻
経
大
徳
中
大
雲
寺
都
維
那
僧
玄
軌
護
義

判
官
承
奉
郎
守
左
玉
鈴
衛
録
事
参
軍
子
師
逸

使
朝
誇
大
夫
守
太
子
中
舎
人
上
柱
園
頁
勝
一
一
耐

〔
録
文
注

(
3
)
所
掲
池
田
温
『
中
国
古
代
写
本
識
語
集
録
』

二
四
七
頁
〕

『
大
方
広
如
来
不
思
議
境
界
経
』
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
仏
典
も

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
と
同
様
に
型
暦
二
年
(
六
九
九
)
に
諜
訳
さ
れ

た
。
ま
た
、
「
訳
党
本
」
の
子
関
国
僧
実
叉
難
陀
、
「
証
訳
党
本
」
の
大

福
先
寺
僧
義
浄
、
「
訳
語
」
の
烏
護
団
沙
門
達
摩
戦
陀
、
「
筆
受
」
の
大

周
西
寺
僧
法
蔵
(
刊
)
、
「
援
文
」
の
仏
授
記
寺
上
座
僧
玄
度
、
「
証
義
」

の
崇
先
寺
上
座
僧
法
宝
・
秦
州
大
雲
寺
主
僧
霊
叡
等
九
名
、
計
一
凹
名

僧
の
名
前
が
列
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

人
物
が
、
烏
干
長
国
沙
門
達
摩
戦
陀
を
除
い
て
は
、
『
大
河
新
訳
大
方
広

仏
経
厳
経
総
目
』
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
人
物
名
と
一
致
し
て
い

る。

ま
た
、
こ
の
史
料
の
最
後
の
二
行
日
に
も
、
「
判
官
承
奉
郎
守
左
玉

鈴
術
録
事
参
軍
子
師
逸
、
使
朝
請
大
夫
守
太
子
中
舎
人
上
柱
悶
買
牌

繭
」
と
し
て
子
附
逸
・
頁
謄
福
田
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
判
官
承
奉
郎
、
守
左
玉
鈴
衛
録
事
参
軍
」
の
子
師
逸
に
つ
い
て
は
、

管
見
の
限
り
伝
記
等
が
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
使
朝
詩
大
夫

守
太
子
中
舎
人
上
柱
園
」
と
し
て
登
場
す
る
頁
府
椀
の
名
は
、
問
時
期

に
訳
さ
れ
た
『
大
乗
入
鰐
伽
経
』
(
七
巻
)
巻
第
七
の
「
訳
場
列
位
」

に
も
見
る
こ
と
が
で
雪
る
(
望
。
当
該
の
箇
所
に
は
「
太
子
中
書
合
人

買
庸
一
幅
」
と
あ
る
。
ま
た
、
買
勝
福
が
武
則
天
の
訳
経
事
業
に
立
ち

会
っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
・
実
叉
難
陀
伝
に
も
関

連
の
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
当
該
の
箇
所
に
は
、
以

下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
(
泊
)
。

沙
門
賞
叉
難
陀
。
(
中
略
)
以
天
后
詮
型
元
年
乙
未
。
於
東
部
大

内
大
遍
空
寺
諜
華
巌
経
。
夫
后
親
臨
法
座
焼
護
序
文
。
(
中
略
)

南
印
度
沙
門
菩
提
流
志
沙
門
義
湾
問
宣
究
本
。
後
付
沙
門
復
種
法

磁
等
。
於
仰
授
記
寺
謹
問
。
至
聖
暦
二
年
己
亥
功
畢
。
又
至
久
視
元

年
庚
子
。
於
三
陽
宮
町
内
誇
大
乗
入
梅
伽
鰹
。
及
於
西
京
消
碑
寺
東

都
授
記
寺
葬
文
殊
授
記
等
経
。
前
後
鱈
葬
一
十
九
部
。
沙
門
波
揺

玄
軌
与
筆
受
。
沙
門
復
鵡
等
綴
文
。
沙
門
法
賓
弘
景
等
讃
義
。
太

子
中
合
頁
府
一
一
耐
監
護
。

(
沙
門
実
叉
難
陀
。
(
中
略
)
一
大
后
(
武
則
天
)
の
証
聖
元
年
(
六

九
五
)
に
、
東
部
(
洛
陽
)
の
大
内
に
あ
る
大
遍
空
寺
に
お
い
て

『
華
厳
経
』
を
翻
訳
し
た
。
天
后
(
武
則
天
)
が
自
ら
法
座
に
た

ち
、
序
文
を
書
い
た
。
(
中
略
)
そ
の
際
、
南
印
度
沙
門
菩
提
流

志
と
沙
門
義
浄
は
と
も
に
「
宣
党
本
」
と
い
う
作
業
を
し
た
。
後



に
、
沙
門
復
礼
・
法
蔵
等
に
付
し
て
、
仏
授
記
寺
に
お
い
て
翻
訳

が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
塑
陪
二
年
(
六
九
九
)
に
翻
訳
が
終
了

し
た
。
ま
た
、
久
視
元
年
(
七

O
O
)
に
は
、
ご
一
陽
宮
内
に
お
い

て
、
『
大
乗
入
梼
伽
経
』
が
訳
さ
れ
、
西
京
(
長
安
)
清
禅
寺
・

東
都
(
格
陽
)
仏
授
記
寺
に
お
い
て
は
『
文
殊
授
記
』
等
の
仏
典

が
翻
訳
さ
れ
、
前
後
総
計
一
九
部
の
仏
典
が
漢
訳
さ
れ
た
。
沙
門

波
相
官
・
玄
軌
等
が
「
筆
受
」
、
沙
門
復
礼
等
が
「
綴
文
」
、
沙
門
法

宝
・
弘
景
等
が
「
証
義
」
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
太
子
中

舎
の
買
暦
福
が
監
護
し
た
。
〕

こ
の
記
述
か
ら
は
、
国
家
の
官
僚
と
し
て
太
子
中
舎
の
頁
謄
福
が
訳

経
の
監
護
に
関
係
し
た
と
あ
る
の
で
、
武
周
期
(
六
九

0
1七
O
五

年
)
の
こ
う
し
た
訳
経
事
業
が
国
家
の
仏
教
事
業
の
一
っ
と
し
て
行
わ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
業
に
賀
暦
福
と
い
う
人
物
が
関
わ
っ

て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
由
で
あ
る
。
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武
周
政
権
と
買
麿
福

1

武
周
期
の
諸
史
料
に
登
場
す
る
「
買
唐
福
」

買
暦
福
(
文
末
に
付
す
表
1
買
麿
福
関
連
年
表
参
照
)
に
つ
い
て

は
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
五
上
・
良
吏
伝
上
質
敦
願
伝
に
、
「
賀
敦

願
、
曹
州
蒐
句
人
也
。
(
中
略
)
弟
敦
賓
。
(
中
略
)
子
暦
一
帽
、
先
天
中

歴
左
散
騎
常
伸
、
昭
文
館
皐
士
、
坐
預
賓
懐
貞
等
謀
逆
伏
詠
」
と
し
て

登
場
す
る
(
叫
)
。
こ
の
記
述
か
ら
は
、
賀
謄
福
が
敦
突
の
子
で
、
先
天

年
間
(
七
一
二

1
七
二
二
年
)
に
左
散
騎
常
侍
昭
文
館
学
士
で
あ

り
、
費
懐
貞
等
の
謀
反
の
件
で
そ
の
党
与
と
し
て
殺
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
る

(50
買
敦
願
伝
に
は
、
先
天
年
間
(
七
一
二

1
七
一
一
ニ

年
)
よ
り
以
前
の
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
同
書
巻
二

二
・
志
第
二
・
礼
儀
こ
に
は
以
下
に
示
す
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

其
年
(
前
向
歳
通
天
)
、
鏡
銅
局
九
州
鼎
、
既
成
、
世
於
明
堂
之
庭
、

各
依
方
位
列
意
。
(
中
略
)
鼎
上
園
寓
本
州
山
川
物
産
之
像
、
の

令
工
書
人
著
作
郎
頁
府
一
一
帽
・
殿
中
丞
辞
目
回
答
・
鳳
閣
主
事
李
元

振
司
農
録
事
鍾
紹
京
等
分
題
之
、
左
尚
方
署
令
市
日
元
廊
園
童

之。{
そ
の
年
(
万
歳
迎
天
(
六
九
六
年
)
)
、
(
武
則
天
は
)
鋼
で
九
州

鼎
を
鋳
造
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
完
成
し
た
も
の
を
明
堂
の
庭
に
そ

れ
ぞ
れ
の
方
位
に
も
と
づ
い
て
並
べ
た
。
(
中
略
)
そ
れ
ぞ
れ
の

鼎
の
上
に
は
そ
の
州
の
山
水
や
物
産
の
様
子
を
拙
吉
、
題
字
は
、

書
に
巧
み
な
著
作
郎
買
麿
福
殿
中
丞
醇
目
田
容
鳳
閣
主
事
李
元

振
や
司
農
録
事
錆
紹
京
等
に
そ
れ
ぞ
れ
に
題
さ
せ
た
。
ま
た
、
絵

は
左
尚
方
署
A
V
の
曹
元
腕
に
え
が
か
せ
た
。
]

以
上
に
示
し
た
史
料
は
、
万
歳
通
天
元
年
(
六
九
六
)
に
、
武
則
天

が
九
州
鼎
を
鋳
造
さ
せ
た
際
白
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
各
州
の

鼎
の
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
山
水
や
物
産
の
様
子
を
描
昔
、
題
字

は
、
著
作
郎
で
あ
っ
た
買
麿
福
等
に
命
じ
て
題
さ
せ
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
(
想
。
ま
た
、
万
歳
通
夫
元
年
(
六
九
六
)
の
時
期
に
は
、
買
府

福
田
宮
職
は
著
作
郎
(
従
五
日
開
上
)
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

さ
て
、
買
暦
福
の
名
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
河
内
(
河
南
省
)
大
雲

寺
碑
(
立
の
撰
者
・
抑
盛
者
と
し
て
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
以

下
に
、
当
該
の
史
料
の
関
連
す
る
記
述
を
掲
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

大
雲
寺
碑

牌
高
一
ー
丈
三
尺
一
寸
、
腐
亙
尺
ニ
寸
、
三
十
一
行
、
行
七
十
七
字
、
隷
担
。
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額
題
「
大
雲
寺
皇
帝
聖
昨
之
碑
)
九
字
、
筆
書
、
A
7
在
河
内
回
開
。

大
雲
寺
之
口
文

太
子
中
舎
人
上
柱
園
武
威
買
麿
一
一
拍
撰
文
弁
書

害
祖
康
皇
帝
孫
文
林
郎
太
原
武
義
檀
勅
上

(
前
略
)
河
内
大
雲
寺
者
、
本
陥
文
皇
帝
所
置
長
諜
寺
也
。
(
中

略
)
旧
陸
同
開
惇
い
l
同
贋
出
陣
ド
灰
陥
凶
附
い
四
閣
同
怪
い
住
岡
市

隣
同
情
出
敏
い
附
隆
愉
以
恒
隅
怖
い
回
口
口
町
旧
旧
作
憧
川
田
隆

械
随
ド
旧
陪
隠
同
区
間
い
加
味
憾
崎
い
愉
阪
」
性
比
同

K
陵
崎

慎
瞳
優
い
国
同
比
慎
除
隙
ド
(
中
略
)
易
長
書
之
前
名
、
控
大
雲

之
佳
日
。
(
中
時
}
先
君
敦
賀
、
早
府
朝
寄
、
調
露
之
際
、
出
牧

滋
邦
。
大
周
大
足
元
年
歳
次
辛
丑
五
月
奏
酉
朔
十
五
日
丁
亥
建

〔
太
子
中
舎
人
上
柱
国
武
威
の
頁
府
福
田
明
文
並
び
に
書

容
祖
康
皇
帝
の
孫
文
林
郎
太
原
の
武
尽
礼
助
上
す

(
前
略
)
河
内
大
雲
寺
は
、
も
と
惰
の
文
皇
帝
置
く
と
こ
ろ
の
長

寿
寺
な
り
。
(
中
略
)
隆
周
鼎
革
し
、

n
間
政
光
亨
し
て
よ
り
、
天

は
瑞
し
地
は
符
し
、
風
揚
が
り
月
ご
と
に
至
る
。
暗
唱
機
に
在
り
て

七
政
を
斉
え
、
金
輸
に
御
し
以
っ
て
万
邦
を
正
す
。
口
口
口
口
口

口
千
型
。
菩
薩
成
道
し
、
日
に
億
劫
の
前
に
居
り
、
如
来
応
身

し
、
僻
し
て
一
生
の
記
を
授
く
。
大
雲
は
其
の
濯
慶
を
発
し
、
宝

雨
は
其
の
殊
禎
を
兆
す
。
(
中
略
)
長
寿
の
前
名
を
易
え
て
、
大

雲
の
佳
口
を
腔
す
。
(
中
略
)
先
君
敦
実
は
、
早
に
朝
寄
を
謄
け
、

調
露
の
際
、
出
で
て
こ
の
邦
に
牧
す
。

大
周
大
足
元
年
歳
次
辛
丑
五
月
発
酉
朔
寸
五
日
了
亥
建
〕

以
上
に
そ
の
一
部
を
掲
げ
た
大
雲
寺
仰
の
記
述
に
よ
る
と
、
同
碑
は

武
則
天
の
大
足
元
年
(
七

O
一
)
五
月
一
五
日
に
建
て
ら
れ
た
。
『
金

石
悲
編
』
の
撰
者
王
剥
に
よ
る
と
、
碑
額
に
「
大
雲
寺
皇
帝
聖
砕
之

碑
」
と
い
う
九
字
が
あ
り
、
家
書
で
題
さ
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。

太
子
中
舎
人
・
上
住
国
・
武
威
(
甘
粛
省
)
の
頁
腐
福
が
碑
文
の
撰

者
書
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
碑
文
中
に
見
え
る
買
層
福
の
「
太
子

中
台
人
上
柱
圏
」
と
い
う
肩
書
と
『
大
周
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経
総

目
』
及
び
『
大
方
広
如
来
不
思
議
境
界
経
』
中
の
「
劇
論
大
夫
守
太
子

中
舎
人
上
位
厨
」
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
碑
文
中
の
ほ
う
に
は
、
散

官
の
「
朝
誇
大
夫
」
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
「
太
子
中
合
人
」
と
い

う
職
掌
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
大
乗
入
梼
伽
経
』

巻
第
七
の
奥
付
に
み
え
る
「
太
子
中
書
舎
人
」

E
も
共
通
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
ろ
う
(
望
。

こ
申
よ
う
に
、
以
上
に
掲
げ
た
史
料
か
ら
は
、
型
謄
二
年
(
六
九

九
)
か
ら
大
足
元
年
(
七

O
一
)
頃
ま
で
、
頁
麿
福
の
主
な
職
掌
は
太

子
中
舎
人
(
正
五
品
下
)
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
同

時
に
「
太
子
中
告
白
人
k
柱
図
武
威
貿
謄
一
極
」
と
い
う
記
述
は
、
買
府
福

が
武
威
の
人
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
町
と
こ
ろ
が
、
前

掲
の
『
旧
唐
童
己
責
敦
願
伝
は
、
曹
州
宛
句
(
山
東
省
)
の
人
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
大
雲
寺
碑
の
撰
者
・
書
者
の
質
問
問
福
と
、

『
旧
唐
書
』
中
の
頁
麿
福
と
は
同
じ
人
物
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ

て
こ
よ
う
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
と
し
て
は
、
『
元
和
姓

纂
』
リ

fu--一
一
五
買
・
長
楽
条
(
一
一
五
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
該
当
の
記
述
に
は
、
「
漢
長
沙
王
太
侍
頁
誼
、
洛
陽
人
。
十
代
孫

襲
、
居
武
威
」
と
あ
り
、
ま
た
、
向
者
巻
七
・
宛
句
条
(
一
一
八
)
に

は
、
「
誼
九
代
孫
秀
玉
、
後
漢
武
威
太
守
、
又
家
武
威
。
壬
(
玉
)
曾



孫
演
。
神
田
孫
真
、
晋
菟
州
刺
史
、
宛
旬
、
後
又
徒
宛
句
」
と
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
二
箇
所
目
記
述
か
ら
は
、
頁
麿
福
の
祖
先
が
武
威
の

地
と
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
頁
誼
の
九
代
の

孫
・
秀
玉
は
、
後
漢
の
武
威
太
守
で
あ
り
、
ま
た
家
は
武
威
に
あ
る
。

王
(
秀
玉
)
の
曾
孫
は
演
で
あ
り
、
演
の
孫
は
真
、
晋
の
克
州
刺
史
で

あ
り
、
後
に
ま
た
宛
句
(
箆
句
)
に
移
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
旧

唐
書
』
買
敦
傾
伝
に
「
曹
州
宛
句
人
也
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
理
由
は

こ
れ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
大
雲
寺
碑
中
に
見
え
る
「
武
威
買
暦

一
幅
一
」
は
、
伎
の
出
身
を
遡
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
さ
ら
に
、
碑
文
中
に
は
「
先
君
敦
賀
」
と
あ
り
、
父
親
の
名
前
が

敦
実
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
『
旧
唐
書
』

に
見
え
る
「
弟
敦
賓
。
(
中
略
)
子
暦
一
爾
」
と
も
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、

大
雲
寺
碑
の
撰
者
・
書
者
で
あ
る
頁
府
福
と
、
『
旧
唐
書
』
中
に
見
え

る
買
府
福
と
は
同
じ
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
う
a
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2

買
暦
福
の
河
内
大
雲
寺
碑

河
内
大
雲
寺
碑
の
碑
文
の
記
述
に
よ
る
と
、
河
内
大
雲
寺
の
元
は
、

隔
の
文
帝
が
設
置
し
た
長
寿
寺
で
あ
る
。
『
旧
唐
書
』
巻
六
回
則
天
皇

后
本
紀
に
よ
れ
ば
、
「
(
載
初
元
年
)
秋
七
月
、
有
沙
門
十
人
偏
撰
大
雲

経
、
表
上
之
、
盛
言
紳
皇
受
命
之
事
。
制
頒
於
天
下
、
令
諸
州
各
置
大

雲
寺
、
抽
制
度
僧
千
人
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
故
初
元

年
(
六
九

O)
に
、
大
雲
経
が
進
呈
さ
れ
、
後
に
諸
州
に
大
雲
寺
が
置

か
れ
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
、
と
の
河
内
(
懐
州
)
大
雲

寺
は
、
そ
の
際
に
置
か
れ
た
大
雲
寺
の
中
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
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と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
汚
内
大
雲
寺
碑
文
中
の
下
線
部
に
つ
い
て
は
、

矢
吹
氏
が
『
大
雲
経
』
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
際
に
言
及
さ
れ
た

(
叩
}
。
氏
は
、
『
大
雲
経
』
や
『
宝
雨
経
』
は
武
周
革
命
と
の
関
係
を

指
摘
さ
れ
、
六
九
O
年
頃
に
醇
懐
義
ら
に
よ
っ
て
献
上
さ
れ
た
『
大
雲

経
』
に
は
、
武
則
天
が
弥
勤
の
下
生
で
あ
り
、
仏
の
予
言
を
う
け
て
皇

帝
と
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
武
則
天
が
即
位
す
る
た
め
の
都
合
の
良
い

内
容
が
付
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
旬
。
こ
の
こ
と
は
、
質
膚
擦

が
接
述
し
た
碑
文
中
の
「
菩
薩
成
道
、
己
居
億
劫
之
前
、
如
来
臆
身
、

僻
授
一
生
之
記
。
大
雲
護
其
湿
慶
、
賓
雨
兆
其
殊
禎
」
と
い
う
部
分
と

も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
申
文
章
が
買
府
福
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
く
時
、
買
謄
福
が
武
則
天
白
即

位
の
正
当
性
の
た
め
に
利
用
し
た
『
大
雲
経
』
や
『
宝
雨
経
』
を
褒
め

称
え
、
武
周
革
命
に
正
当
性
を
与
え
る
意
図
の
も
と
に
当
該
の
碑
文
を

作
成
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
買
麿
揺
が
関
わ
っ
た
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
の

換
訳
終
了
後
に
上
表
し
た
上
表
文
母
出
品
『
進
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経

表
』
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
武
則
天
が
自
ら
法
肢
に
た
ち
、
序
文
を

書
い
た
と
い
う
記
述
が
見
え
る
(
剖
)
。
そ
の
際
、
武
則
夫
が
書
い
た
と

さ
れ
る
こ
の
序
文
中
に
は
「
朕
曇
劫
植
因
、
切
承
僻
記
、
金
仙
降
旨
、

大
雲
之
筒
先
彰
、
玉
展
披
群
、
費
雨
之
文
後
及
」
と
あ
り
(
号
、
一
方

で
、
前
掲
の
頁
麿
福
の
文
が
、
こ
う
し
た
記
述
と
対
応
す
る
こ
と
に
注

目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
買
謄
福
は
、
万
歳
通
天
元
年
(
六
九
六
)
、
武
則
天

の
九
州
鼎
の
題
字
の
件
に
関
わ
っ
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
証
聖
元
年

(
六
九
五
)
か
ら
久
視
元
年
(
七

O
O
)
頃
ま
で
の
『
大
方
広
仏
華
厳



経
』
等
の
仏
典
の
翻
訳
の
監
護
に
も
関
わ
り
、
さ
ら
に
、
大
足
元
年

(七

O
一
)
に
建

τbれ
た
河
内
大
雲
寺
碑
の
撰
者
・
害
者
で
も
あ
っ

た
。
彼
が
、
武
周
期
(
六
九

0
1七
O
五
年
)
の
国
家
事
業
と
し
て
の

仏
典
の
翻
訳
事
業
に
お
い
て
は
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
人
物
の
一
人

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
武
周
期
直
後
の
中
宗
(
在
位
七

O
五
1
七
一

O
年
)
の

景
竜
元
年
(
七

O
七
)
に
翻
訳
さ
れ
始
め
た
『
仏
説
一
耶
所
犯
者
職
伽
法

鏡
経
』
と
い
う
三
階
教
関
連
の
仏
典
写
本
の
奥
書
に
は
、
本
稿
が
と
れ

ま
で
言
及
し
て
き
た
買
暦
福
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
ニ
で
、

当
該
の
奥
書
の
記
述
を
以
下
に
示
す
こ
と
に
す
る
。

併
説
示
所
犯
者
聡
伽
法
鏡
経
一
巻

景
龍
元
年
歳
次
景
午
十
二
月
廿
三
日
三
蔵
法
的
室
利
末
多

麿
云
妙
車
於
崇
一
福
寺
翻
誇

大

興

善

寺

翻

総

門

師

利

筆

受

綴

文

大

慈

恩

寺

翻

経

門

道

安

等

読

義

大

首

領

安

摩

誇

語

至

景

雲

二

十

三

日

奏

太

極

元

年

四

月

日

正

議

昭
文
館
事
士
張
費
賢
等
進

2日4

武
周
政
権
と
化
度
寺
無
尽
蔵

大

徳

沙

大

徳

沙

達

大行
年

月

夫
太
子
洗
馬

太

中

大

夫

昭

文

喜

王

詳

定

秘

書

少

監

昭

章

利

器

詳

定

正

議

大

夫

行

太

府

館

事

士

沈

住

期

詳

定

銀

青

光

藤

大

夫

太

子

右

論

徳

昭

文

皐

士

延

悦

詳

定

銀

青

光

雄

大

夫

黄

門

侍

郎

昭

文

館

士

上

柱

岡

李

父

詳

定

工

部

侍

郎

昭

文

館

事

士

上

軍

嵐

蔵

用

詳

定

左
散
騎
常
侍
昭
文
傾
向
学
士
椎
兼
検
校
右
羽
林
将
軍
上

柱
園
書
昌
綜
開
園
伯
買
麿
稿
詳
定

右
散
騎
常
侍
昭
文
館
事
士
櫨
兼
検
校
左
羽
林
将
軍
上

住
園
高
平
牒
開
悶
侯
徐
彦
伯
詳
定

銀
青
光
綜
大
夫
行
中
書
侍
郎

兼
太
子
右
庶
子
催
提
詳
定

金

紫

光

蔽

大

夫

行

礎

部

皐
士
上
柱
閣
官
箇
公
酵
稜
詳
定

延

和

元

年

六

月

廿

日

経
沙
門
師
利
検
校
寓
奉

勅

令

昭

文

館

事

士

等

詑
流
行

(
出
典
出
忠
一
N
U
)

奉奉奉奉事奉奉奉奉奉

勅勅府j勅恥1勅勅勅勅3功

館

事

士

要事

文

圏
平

士

館寺
卿

日百

文
館

母1当主
Rメ

昭
文
館

撃
J_ 

尚
書
昭

文
館

大
興
善

寺
翻

詳
定
入

目
録
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以
上
の
記
述
か
ら
、
当
該
の
仏
典
は
、
一
ニ
蔵
法
師
室
利
末
多
が
崇
福

寺
(
田
)
に
お
い
て
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
興
善
寺
翻
経
大
徳
の

師
利
(
剖
)
が
「
筆
受
綴
文
」
、
大
慈
思
寺
翻
経
大
徳
の
遊
安
等
が

「
証
義
」
、
大
首
領
安
達
摩
が
「
訳
語
」
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
寄
宗
(
在
位
七
一

0
1七
一
一
一
年
)
の
景
雲
二
年
(
七
一
一
)
に

奏
行
、
太
極
元
年
(
七
一
二
)
四
月
に
は
奉
進
さ
れ
、
更
に
、
延
和
元

年
(
七
一
二
)
六
月
に
「
筆
受
」
を
つ
と
め
た
大
興
善
寺
の
師
利
に

よ
っ
て
検
校
さ
れ
た
ロ
そ
の
後
、
勅
を
奉
じ
た
頁
唐
福
を
含
め
た
昭
文

館
学
土
等
に
「
詳
定
」
を
さ
せ
、
仏
典
目
録
(
ぎ
の
中
に
入
れ
る
こ

と
で
流
行
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
仏
典
は
、
す
で
に
先
行
研
究
が
『
閲
元
釈
教
録
』
巻
一
八
に
み

え
る
記
述
を
根
拠
に
、
筆
受
と
検
校
を
兼
ね
て
行
っ
た
正
記
さ
れ
て
い

る
師
利
が
、
三
階
教
の
教
義
を
広
め
よ
う
と
し
て
、
三
階
教
の
僧
で

あ
っ
た
彼
自
身
に
よ
っ
て
、
偽
経
の
『
像
法
決
疑
経
』
等
を
加
え
て
偽

造
し
、
流
行
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
(
号
。
ま
た
、
同

じ
時
期
の
師
利
の
偽
作
と
さ
れ
る
『
持
珠
校
量
功
徳
経
』
も
日
銀
の
申

に
入
れ
ら
れ
、
流
行
し
た
と
さ
れ
て
お
り
(
官
、
こ
の
仏
典
写
本
の
奥

書
に
も
、
頁
磨
福
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
(
田
)
。
こ
れ
ら
の
仏
典

の
奥
書
に
は
、
勅
を
奉
じ
て
貫
暦
福
を
含
め
、
一
一
名
の
昭
文
館
学
土

が
「
詳
定
」
と
し
て
登
場
す
る
が
、
彼
ら
は
皆
当
時
四
高
官
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
の
記
述
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
階
教
の
僧
で
あ
る
師

利
は
、
昭
文
舘
学
士
ら
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
高

官
で
あ
る
彼
ら
の
手
を
借
り
て
三
階
教
の
教
義
を
広
め
よ
う
と
し
て
、

こ
う
し
た
仏
典
を
偽
造
し
て
目
録
の
中
に
入
れ
て
流
行
さ
せ
た
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
己
主
は
、
こ
れ
ら
の
学
土
が
三
階
教
と
関
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わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
仏

祖
統
紀
』
巻
凹
O
に
よ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
中
宗

の
神
竜
四
年
(
七

O
八
つ
)
に
は
、
「
詔
於
化
度
寺
設
無
遮
大
宮
」
と

あ
る
よ
う
に
、
三
階
教
の
中
心
寺
院
と
し
て
知
ら
れ
る
長
安
の
化
度
寺

で
無
遮
大
会
を
設
け
さ
せ
た
唱
と
あ
る
(
想
。
一
方
、
『
旧
唐
書
』
巻
七
・

中
京
本
紀
に
は
、
「
(
景
龍
)
四
年
春
正
月
乙
卵
、
於
化
度
守
門
設
無
遮

大
斎
」
と
あ
り
、
景
竜
四
年
(
七
一

O
)
に
ま
た
阿
寺
で
無
遮
大
会
が

催
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
由
記
述
は
、
こ
の
時
期
の
国
家

の
高
官
と
三
階
教
と
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の

と
な
ろ
う
(
想
。
こ
う
し
た
こ
と
を
併
せ
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
昭

文
館
学
士
の
一
人
と
し
て
登
場
し
て
い
る
責
暦
福
は
、
中
宗
害
宗
期

の
国
家
と
三
階
教
の
活
動
に
密
接
に
関
係
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
中
京
・
容
宗
期
の
国
家
と
三
階
教
と
の
関
係
に
お
い

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
貰
麿
福
は
、
す
で
に
武
周
期
の
時
か
ら
一
二

階
教
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実
は
、
武
則
天
自
身
も
三

階
教
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
、
『
両
京
新

記
』
巻
三
等
の
記
述
に
も
見
出
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に

『
両
京
新
記
』
巻
三
・
義
寧
坊
化
度
寺
の
条
の
関
連
す
る
記
述
を
掲

げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

義
箪
坊
。
南
門
之
東
、
化
度
寺
。
(
中
略
)
寺
内
有
無
謙
蔵
院
、

部
信
行
所
立
。
京
城
施
捨
、
後
漸
崇
盛
。
宣
観
之
後
、
銭
吊
金
玉

積
回
師
、
不
可
勝
討
。
常
使
名
僧
監
職
、
供
天
下
伽
藍
修
理
。
議
内

所
供
、
燕
・
涼
・
濁
越
、
成
来
取
給
、
毎
日
所
出
、
亦
不
盛

歎
。
或
有
壁
便
、
亦
不
作
文
約
、
但
往
、
至
期
還
送
而
己
。
貞
観
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中
、
有
表
玄
智
、
戒
行
修
謹
、
入
寺
濯
掃
十
数
年
問
。
寺
内
徒
衆

以
其
行
無
砧
攻
、
使
守
此
蔵
。
後
密
盗
黄
金
、
前
後
所
漸
、
略
不

知
数
。
寺
衆
車
一
之
知
也
。
遂
使
不
還
。
衆
驚
、
観
其
笠
一
房
、
内
題

詩
云
「
符
羊
遣
狼
放
、
置
骨
狗
前
顕
。
自
非
阿
羅
漢
、
誰
能
免
作

倫
」
寛
不
知
所
之
。
武
太
后
移
此
戴
於
東
都
一
幅
先
寺
、
天
下
物

産
、
遂
不
復
集
。
乃
迷
移
奮
所
。
閲
元
元
年
、
勅
令
鍛
除
、
所
有

銭
吊
、
供
京
城
諸
寺
修
絹
般
壊
。
其
事
遂
廃
。
(
辛
徳
勇
輯
校
本
、

西
安
・
三
秦
出
版
社
、
二

O
O六
年
、
五
七
頁
)

〔
義
寧
坊
。
南
門
の
東
の
区
画
に
は
、
化
度
寺
が
あ
る
。
(
中
略
)

(
化
度
)
寺
の
中
に
は
、
無
尽
蔵
院
が
あ
り
、
信
行
が
設
置
し
た

も
の
で
あ
る
。
都
の
人
々
の
寄
付
は
、
後
に
な
る
に
し
た
が
っ
て

盛
ん
と
な
っ
た
。
貞
観
年
間
(
六
二
七

t
六
四
九
)
の
後
に
な
る

と
、
銭
や
絹
、
金
や
玉
類
が
積
み
集
ま
り
、
そ
の
数
を
数
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
常
に
徳
の
高
い
僧
に
、
無
尽
蔵

を
監
督
き
せ
、
全
国
の
伽
藍
の
修
理
に
充
て
き
せ
た
。
蔵
内
か
ら

の
提
供
に
際
し
て
は
、
燕
(
河
北
省
)
・
涼
(
甘
粛
省
)
・
萄
(
四

川
省
)
越
(
山
西
省
)
の
人
々
が
、
皆
揃
っ
て
や
っ
て
き
て
供

給
を
受
け
た
。
毎
日
提
供
の
数
は
、
こ
れ
も
ま
た
多
〈
て
数
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
貸
し
出
す
時
も
、
証
文
を
作

る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
期
限
に
な
る
と
返
還
す
る
だ
け
で
あ
っ

た
。
貞
観
中
(
六
二
七

1
六
四
九
)
に
、
裳
玄
智
と
い
う
も
の
が

い
た
。
戒
律
に
従
っ
て
修
行
を
行
い
身
を
慎
み
、
寺
内
で
清
掃
に

携
る
こ
と
十
数
年
間
に
及
ん
だ
。
寺
内
の
人
々
は
、
彼
の
行
い
に

問
題
の
な
い
こ
と
を
迎
由
に
、
無
尽
蔵
を
監
督
さ
せ
る
こ
と
に
し

た
。
し
か
し
、
後
に
な
っ
て
(
菱
玄
智
は
)
密
か
に
黄
金
を
盗
み

出
し
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
激
し
く
な
り
、
盗
み
出
し
た
物
の
数
は

全
く
分
か
ら
な
い
程
だ
っ
た
。
寺
の
者
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
も

の
が
い
な
か
っ
た
。
(
か
く
し
て
表
玄
智
が
)
寺
を
出
て
戻
ら
な

い
の
で
、
人
々
が
驚
い
て
そ
の
寝
室
を
み
る
と
、
そ
の
壁
に
詩
が

あ
り
、
「
羊
を
狼
の
目
の
前
に
放
ち
、
骨
を
犬
の
目
白
前
に
置
く
。

何
摂
漢
で
も
な
い
限
り
、
一
体
誰
が
盗
み
を
為
さ
ず
に
お
れ
ょ
う

か
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
結
局
(
裳
玄
智
の
)
行
方
は
知
れ
な

か
っ
た
。
武
則
天
(
武
太
后
)
は
、
こ
の
無
尽
蔵
を
洛
湯
田
福
先

寺
に
移
し
た
が
、
全
国
の
物
産
が
再
び
集
ま
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
れ
で
無
尽
蔵
を
元
の
場
所
(
義
寧
訪
の
化
度
寺
)
に
戻
し

た
。
関
元
元
年
(
七
一
一
二
)
、
勅
令
を
下
し
て
無
尽
蔵
を
取
り
壊

さ
せ
た
。
所
蔵
し
て
い
た
銭
吊
は
、
都
長
安
の
諸
寺
が
損
壊
を
修

復
す
る
た
め
に
提
供
さ
れ
た
。
無
尽
蔵
は
こ
こ
に
廃
さ
れ
た
。
〕

こ
の
史
料
か
ら
、
武
則
天
は
、
コ
一
階
教
の
中
核
を
な
す
長
安
の
化
度

寺
田
無
尽
蔵
(
剖
)
を
東
都
治
陽
の
福
先
寺
に
移
し
た
が
、
財
が
集
ま

ら
な
い
た
め
、
再
び
伯
度
寺
に
戻
し
た
こ
と
が
わ
か
る
(
号
。
ま
た
、

「
大
唐
浄
域
寺
故
大
徳
法
蔵
禅
師
塔
銘
並
序
(
珂
)
」
と
い
う
三
階
教
の

僧
と
さ
れ
る
法
蔵
禅
師
の
塔
の
銘
文
に
は
、
「
如
意
元
年
、
大
聖
天
后

聞
神
師
解
行
精
最
、
奉
制
請
於
東
都
大
一
一
耐
先
寺
検
校
無
意
識
。
長
安

年
、
又
奉
制
詩
検
校
化
度
寺
無
謹
蔵
」
と
あ
る
。
如
意
元
年
(
六
九

二
)
、
禅
師
(
法
蔵
)
が
高
い
修
業
を
積
ん
で
い
る
こ
と
が
大
聖
天
后

(
武
則
天
)
の
耳
に
入
り
、
制
を
奉
じ
て
東
都
の
大
福
先
寺
の
無
尽
蔵

を
検
校
し
、
長
安
年
間
(
七

O
一
1
七
O
四
)
に
ま
た
武
則
天
の
命
令

に
よ
っ
て
化
度
寺
の
無
尽
蔵
を
検
校
し
た
と
あ
る
。

こ
り
石
刻
史
料
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
如
意
元
年
(
六
九
二
)
、
大
福
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先
寺
に
は
す
で
に
無
尽
蔵
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
無
尽
蔵
が
い
つ
大

福
先
寺
に
移
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
詳
ら
か
で
は
な

い
が
、
『
庸
会
要
』
巻
四
八
・
福
先
寺
の
条
に
よ
る
と
、
大
福
先
寺
と

改
称
さ
れ
た
の
は
、
天
授
二
年
(
六
九
一
)
の
こ
と
で
あ
る
(
き
の

で
、
恐
ら
く
天
授
二
年
(
六
九
一
)
大
福
先
寺
に
改
め
ら
れ
た
後
以
降

如
意
元
年
(
六
九
二
)
の
聞
に
無
尽
蔵
が
移
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
法
蔵
禅
師
が
再
び
長
安
年
間
(
七

O
一
1
七

O
凹
)
に
化
度

寺
の
無
尽
蔵
の
検
校
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
無
尽
蔵
が
化
度
寺
に

戻
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
(
号
。
と
り
石
刻
史

料
の
記
述
に
は
、
武
則
天
が
化
度
寺
無
尽
蔵
の
移
転
始
終
に
関
す
る
記

述
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
法
蔵
禅
師
が
如
意

元
年
に
大
福
先
寺
・
長
安
年
聞
に
化
度
寺
と
い
う
二
回
に
わ
た
っ
て
、

無
尽
蔵
の
監
督
を
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
『
両
京
新
記
』
に
お
け
る

武
則
天
が
化
度
寺
の
無
尽
蔵
を
大
福
先
寺
に
移
し
た
こ
と
、
及
び
化
度

寺
に
戻
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
に
菅
場
す
る
(
大
)
福
先
寺
は
、
す
で
に
拙
稿
で
分

析
し
た
よ
う
に
、
武
周
期
(
六
九

0
1七
O
五
年
)
の
訳
経
事
業
で
中

心
的
な
役
割
を
果
た
し
、
且
つ
武
則
天
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
寺
院
の

ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
(
甜
)
。
そ
し
て
、
本
論
で
取
り
あ
げ

た
買
暦
福
も
こ
の
大
福
先
寺
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
第
一

章
に
掲
げ
た
こ
つ
の
「
訳
場
列
位
」
よ
り
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
掲
の
『
大
周
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経
総
目
一
巻
』
末
尾
の
記
述
と

『
大
方
広
如
来
不
思
議
境
界
経
』
の
奥
書
に
は
、
共
に
大
福
先
寺
の
四

人
の
僧
の
名
が
見
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
質
勝

福
の
名
が
見
え
る
武
周
期
の
「
訳
場
列
位
」
で
は
、
大
福
先
寺
町
僧
が

一
番
多
く
参
加
し
て
い
る
こ

E
が
わ
か
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て

考
え
る
時
、
買
層
福
も
大
福
先
寺
と
重
要
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
彼
は
、
武
周
期
の
時
期
か
ら
三
階
教
と

の
密
接
な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
福
先
寺
に
移
さ
れ
た
化
度
寺
無
尽
蔵
の
財
が
、
化
度

寺
の
僧
に
と
っ
て
も
非
常
に
魅
惑
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
掲

し
た
『
両
京
新
記
』
巻
三
に
記
さ
れ
て
い
る
斐
玄
智
と
い
う
人
物
の
逸

話
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
(
訂
)
。
彼
は
修
行
を
行
い
身
を
慎
み
、
寺
内
の

人
々
が
、
彼
の
行
い
に
欠
点
が
な
い
と
判
断
し
た
結
果
、
無
尽
蔵
の
監

骨
を
委
ね
ら
れ
た
が
、
密
か
に
黄
金
を
盗
み
出
す
悪
業
を
犯
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
化
度
寺
無
尽
蔵
の
財
は
、
戒
行
に
励
む
僧
に

と
っ
て
も
盗
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
魅
力
に
満
ち
た
財
宝
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
権
力
者
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

『
両
京
新
記
」
に
お
け
る
武
則
天
の
無
尽
蔵
の
移
転
に
関
す
る
記
述
と

前
掲
「
大
唐
浄
域
寺
故
大
徳
法
蔵
禅
師
塔
銘
並
序
」
の
記
述
を
併
せ
て

み
て
み
る
と
、
武
則
天
は
三
階
教
の
中
核
を
な
す
畏
安
の
化
度
寺
の
莫

大
な
銭
財
が
集
ま
っ
て
い
た
無
尽
蔵
を
、
訳
経
事
業
で
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
た
重
要
な
寺
院
で
あ
る
洛
陽
の
大
福
先
寺
に
移
し
、
如
意
元

年
(
六
九
一
一
)
、
二
一
階
教
の
僧
・
法
蔵
禅
師
に
こ
り
紐
尽
蔵
を
検
校
さ

せ
た
。
し
か
し
、
全
国
の
産
物
が
再
び
集
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た

め
、
ま
た
元
の
場
所
で
あ
る
化
度
寺
に
戻
し
、
長
安
年
間
(
七

O
一
:

七
O
四
)
再
び
法
蔵
に
化
度
寺
の
無
尽
蔵
を
検
校
さ
せ
る
こ
と
を
命
じ

た
の
で
あ
る
(
表
1
参
照
)
。

ま
た
、
前
掲
の
『
南
京
新
記
』
巻
三
に
は
、
無
尽
蔵
の
財
は
、
全
国

の
伽
藍
の
修
理
に
充
て
る
も
の
で
あ
り
、
蔵
内
の
財
を
提
供
す
る
際
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は
、
燕
・
涼
・
萄
・
越
の
人
々
が
、
皆
揃
っ
て
や
っ
て
き
て
供
給
を
受

け
た
と
い
う
。
毎
日
提
供
の
数
は
、
多
く
て
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
財
を
貸
し
出
す
時
も
証
文
を
作
る
こ
と
は
な
く
、
期

限
に
な
る
と
返
還
す
る
だ
け
だ
っ
た
と
あ
る
。
更
に
、
『
太
平
広
記
』

巻
剖
九
三
-
袈
玄
智
伝
に
も
関
連
の
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
当

該
自
衛
所
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

武
徳
中
、
有
沙
門
信
義
、
習
禅
、
以
三
階
属
業
、
於
化
度
寺
置
無

量
職
。
貞
観
之
後
、
捨
施
銭
吊
金
玉
、
積
粟
不
可
勝
計
。
常
使
此

僧
監
賞
、
分
矯
三
分
。
一
分
供
養
供
天
下
伽
藍
増
修
之
備
、
一
分

以
施
天
下
機
飯
悲
田
之
苦
、

P

分
以
充
供
養
無
碍
。
士
女
種
機
闘

咽
、
捨
施
争
次
不
得
。
更
有
連
車
載
銭
絹
、
捨
而
棄
去
、
不
知
姓

b
h
判。{武
徳
年
間
(
六
一
八

1
六
二
六
)
、
情
義
と
い
う
沙
門
が
お
り
、

禅
を
習
い
、
一
二
階
教
の
僧
で
あ
っ
た
。
化
度
寺
に
無
尽
蔵
が
置
か

れ
た
。
貞
観
年
間
(
六
二
七
;
六
四
九
)
以
後
、
施
捨
さ
れ
た
銭

や
絹
、
金
や
玉
類
が
集
ま
り
、
そ
の
数
量
は
数
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
常
に
僧
に
監
督
さ
せ
、
(
そ
の
財
)
を
三

分
に
し
て
、
一
分
は
天
下
の
伽
藍
の
増
修
に
備
え
、
一
分
は
天
下

の
貧
し
い
人
々
に
施
し
、
一
分
は
供
養
す
る
こ
と
に
充
て
た
。
礼

拝
・
織
悔
に
や
っ
て
く
る
人
は
多
く
て
満
ち
あ
ふ
れ
て
お
り
、
彼

ら
は
争
っ
て
施
捨
し
た
。
き
ら
に
は
、
何
台
も
の
車
に
銭
や
絹
を

載
せ
て
施
捨
し
、
そ
の
名
前
を
言
わ
ず
に
去
っ
て
い
く
者
も
い

た。〕

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
当
時
の
三
階
教
団
の
社
会
活
動
の
一
端
と
影
響

力
を
窺
い
知
る
上
で
格
好
の
史
料
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
三
階
教
の
無
尽

蔵
は
全
国
に
知
ら
れ
て
お
り
、
且
つ
社
会
に
対
す
る
影
響
力
も
強
く
、

ま
た
深
く
民
心
を
得
て
い
た
(
想
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
背
景
に
、
国
家

の
仏
教
事
業
に
関
わ
っ
て
い
た
大
福
先
寺
に
化
度
寺
無
尽
蔵
を
入
れ
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
三
階
教
の
化
度
寺
無
尽
蔵
が

持
っ
て
い
る
経
済
力
の
掌
揮
と
三
階
教
の
社
会
民
衆
に
対
す
る
影
響

力
の
掌
握
と
い
う
武
則
天
政
権
に
よ
る
仏
教
利
用
回
一
側
面
を
窺
わ
せ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
武
則
天
の
政
策
に
頁
暦
福

も
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
等
の
仏
典
の
奥
書
に
登
場
す
る
従

来
ほ
と
ん
ど
技
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
貰
膚
視
と
い
う
人
物
に
着
目
す

る
こ
と
で
、
武
則
天
の
仏
教
と
政
治
と
の
一
側
聞
に
つ
い
て
考
察
を

行
っ
た
。
買
麿
福
(
表
1
買
麿
福
関
連
年
表
参
照
)
は
、
万
歳
通
天
元

年
(
六
九
六
)
、
武
則
天
の
九
州
鼎
の
題
字
の
刊
に
関
わ
っ
た
こ
し
乙
の

み
な
ら
ず
、
証
要
元
年
(
六
九
五
)
か
ら
久
視
元
年
(
七

O
O
)
頃
ま

で
の
『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
等
の
仏
典
の
翻
訳
の
監
護
に
も
関
わ
り
、

さ
ら
に
大
足
元
年
(
七

O
ニ
に
建
て
ら
れ
た
河
内
大
雲
寺
碑
の
撰

者
・
害
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
武
周
期
(
六
九

0
1七
O
五
年
)

の
国
家
事
業
と
し
て
の
仏
教
、
す
な
わ
ち
武
則
天
の
仏
教
と
政
治
の
関

係
に
お
い
て
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
時
に
彼
は
三
階
教
と
も
密
接
な
関
わ
り
を

持
っ
て
お
り
、
武
則
夫
の
政
治
と
仏
教
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
官
僚
で
あ
っ
た
c

『
両
京
新
記
』
巻
三
等
に
み
え
る

無
尽
蔵
を
め
ぐ
る
記
述
は
、
武
則
天
政
権
が
、
三
階
教
の
化
度
寺
無
尽



蔵
が
持
っ
て
い
る
経
済
力
や
三
階
教
の
社
会
・
民
衆
に
対
す
る
影
響
力

を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
武
則
天
申

政
策
に
買
暦
福
も
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
吉
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
武
周
期
の
仏
教
と
政
治
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
新

た
な
一
側
面
を
示
唆
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
武
則
夫
が
政
治

に
仏
教
を
利
用
し
た
理
由
は
、
従
来
先
行
学
説
が
中
心
に
論
じ
て
き
た

仏
教
を
用
い
て
の
政
権
纂
奪
の
正
統
性
の
付
与
と
い
う
側
面
と
合
わ
せ

て
、
寺
院
の
経
済
力
及
び
社
会
に
対
す
る
実
利
的
な
影
響
力
の
掌
艇
に

も
強
い
狙
い
が
あ
っ
た
と
い
う
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と

に
し
た
い
。
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注(1)

武
則
天
に
関
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
外
山
軍
治
『
則

天
武
后
』
(
東
京
・
中
央
公
論
新
社
、
一
九
六
六
年
)
、
戸
当

「
白
日

ω宮
司
宅
ミ
コ
工
一
向
号
室
丘
町
山
町
己
記
主
2
ミ
thNNNミ
ミ
S
E
3

叫
i
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ぱ
誌

h
h
E
E
G
-
回
巳
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E
m宮
山
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一
若
山
岳
宅
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Z
E
耳
目
E
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O
B
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q
}
H
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2
F
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2
M
E
O
H
f
z
P
3
L
N
N
N
q
E
可
否
、
ミ
hhNミえ
S

E
パ
主
同
九
時
。

E
gこ
と
円
芝
、

MR
豆、
EG
同
h-NR叫
♂
刊
忌
角

h
Eミ細川町《
U
E
E』
d
J

Zh出向
】

O
E
F
C
E
E
口
E
〈

2
m
-
E
2
0
0
門戸。三
E
P
H匂
叶

F
E
α
E
-

民
主
h
Eぉ
h
a司
王
国
主
於
と
ご
と

q
E」
宣
言
室
内
百
何
処

h
z言
一
三
ミ

sn

b
工、右足。
E
R丘
町
古
与
-
問
。
百
回
目
ω
E
E
E
H
E
-
-
E。
℃
何
回
目
一
宮
邑
目
。

邑
開
2
2
E
。0
2
2
F
E軍
一
金
子
修
一
「
則
天
武
后
の
明
堂

に
つ
い
て
」
(
唐
代
史
研
究
会
編
『
律
令
制
中
国
朝
鮮
の
法

と
国
家
1
』
東
京
・
汲
古
書
院
、
一
九
八
六
年
)
、
同
氏
「
唐

代
詔
勅
文
中
の
則
天
武
后
の
評
価
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研

究
』
第
六
八
巻
第
二
号
、
二

O
O九
年
)
、
大
室
幹
雄
『
慌
獄

都
市
!
中
世
中
国
の
世
界
芝
居
と
革
命
!
』
(
東
京
・
三
省
堂
、

一
九
九
四
年
)
、
気
賀
津
保
規
『
則
天
武
后
』
(
東
京
-
白
帝

札
口
、
一
九
九
五
年
)
警
が
あ
り
、
武
則
天
の
政
治
権
力
掌
援
の

諸
相
が
基
本
的
に
解
明
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)

矢
吹
慶
輝
「
大
雲
経
と
武
周
革
命
」
(
『
一
一
一
階
教
之
研
究
』
東

京
岩
波
書
脂
、
一
九
二
七
年
)
六
八
五

1
七
六
一
頁
、
陳
貿

悔
「
武
墨
与
仏
教
」
(
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』

五
二
、
一
九
三
五
年
。
の
ち
『
金
明
館
叢
稿
二
編
』
上
海
」
百

籍
出
版
社
、
一
九
八
O
年
に
再
録
)
一
三
七

i
一
四
七
頁
、
塚

本
善
隆
「
国
分
寺
と
惰
唐
の
仏
教
政
策
並
び
に
官
寺
」
(
『
日
中

仏
教
交
渉
史
研
究
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
四
年
、
の
ち
『
塚

本
善
隆
著
作
集
第
六
巻
』
東
京
・
大
東
出
版
社
、
一
九
七
悶
年

再
録
)
二
七

I
三
三
頁
、
滋
野
井
悟
「
武
周
革
命
を
翼
賛
せ
る

二
種
の
仏
典
に
つ
い
て
」
(
『
唐
代
仏
教
史
論
』
京
都
・
平
楽
寺

書
底
、
一
九
七
三
年
)
二

O
三
1
二
三
七
頁
、
西
村
元
佑
「
武

周
革
命
に
お
け
る
仏
教
政
策
と
そ
の
政
治
的
背
景
」
(
『
龍
谷
大

学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
五
集
、
一
九
七
六
年
)
二
五

I
四
O
夏
、
ア
ン
ト
ニ

1
ノ
・
フ
ォ
ル
テ
「
『
大
雲
経
疏
』
を

め
ぐ
っ
て
」
(
講
座
敦
信
七
『
敦
健
と
中
国
仏
教
』
東
京
・
大

東
出
版
社
、
一
九
八
四
年
)
一
七
三

1
一一

O
六
頁
、
林
間
回

「
武
則
天
称
帝
与
図
識
祥
瑞

i
以
印

S
S一
『
大
雲
経
疏
』
為
中

心
」
(
『
敦
煙
学
輯
刊
』
二

O
O
一
一
年
第
一
一
期
)
六
四

1
七
二

頁
、
金
糧
坤
・
劉
永
海
『
敦
盤
本
『
大
雲
経
疏
』
新
論
以
武



300 

則
天
称
帝
為
中
心
』
(
『
文
史
』
ニ

O
O九
年
第
四
輯
)
一
ニ
一

1

四
六
頁
等
参
照
。

(
3
)

「
訳
場
列
位
」
に
つ
い
て
は
、
池
田
温
『
中
国
古
代
写
本
識

語
集
録
』
(
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
一
九
九

O
年
、
一

四
貰
)
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
浄
土
教
の
僧
養
鵬
徹
定
(
一
八
一

四
1
一
八
九
一
年
)
〔
『
解
題
叢
書
』
(
東
京
・
虞
谷
図
書
刊
行

会
、
一
九
二
五
年
)
で
は
、
鵜
養
徹
定
と
な
っ
て
い
る
)
が
、

全
国
に
古
経
を
捜
訪
し
て
蒐
収
し
て
『
訳
場
列
位
』
を
編
著
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
訳
場
列
位
」
と
い
う

名
称
は
養
戯
徹
定
に
よ
っ
て
使
わ
れ
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
買
麿
福
に
つ
い
て
は
、
李
方
「
関
子
「
風
船
石
経
」
中
的
監

護
宮
員
|
兼
談
唐
前
期
写
経
使
及
判
官
」
(
超
文
潤
・
李
玉
明

主
編
『
武
則
天
研
究
論
文
集
』
山
西
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
八

年
、
二
=
二

1
三
三
七
頁
)
に
簡
単
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

系
統
的
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(
5
)

宋
賛
寧
撰
『
宋
高
僧
伝
』
巻
二
・
「
唐
格
京
大
適
空
寺
実
叉

難
陀
伝
」
(
北
京
・
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
、
一
一
二

1
三
二

頁
)
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
6
)

紙
の
縦
の
寸
法
は
出

H
U
N
C
∞
の
吾
、
全
長
は
い
出
N
r
E
で
あ

る
〔

QKF号
室
内
色
町
民
ミ
一
号
室
室
、
吾
作
詩
ミ
号
制
匂
色
町

ugnR干
言
童
話

¥。
E
叫
旬
、

z
-
Z
N
n
p刊
誌
へ
ど
タ
〈

E
C
E
O
F
H
ν
号
E
回目

σロ
O円
Z
Z
Z作

Z山
内

5
5
-
P
5
8
〕
。
同
U
N
U
E
に
つ
い
て
は
、
方
広
錯
が
『
蔵

外
仏
教
文
献
』
第
六
冊
・

z
o
g
『
進
新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経

表
』
題
解
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。
す
な
わ
ち
、
「
『
大
周

新
訳
大
方
広
仏
華
厳
経
総
日
』
一
巻
に
つ
い
て
は
、
歴
代
経
録

の
中
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
敦
鐘
遺
書
司
お
お
『
龍
録

内
無
名
経
語
律
』
中
『
大
方
広
仏
華
厳
経
総
目
』
一
巻
と
し
て

そ
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
マ
ヒ
E
の
史
料

を
指
す
可
能
性
が
高
い
。

H
d
u
巨
に
付
さ
れ
た
『
総
目
』
は
、

伝
世
本
の
『
八
十
華
厳
』
の
目
録
よ
り
優
れ
て
い
る
が
、
伝
世

本
と
比
較
す
る
と
、
品
名
に
つ
い
て
は
少
し
異
同
が
あ
る
。
ま

た
、
『
総
目
』
の
前
の
『
進
経
表
』
の
元
の
表
又
は
す
で
に
存

在
せ
ず
、
た
だ
『
華
厳
宗
経
論
章
疏
目
録
』
の
中
に
、
そ
町
名

が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
帰
義
軍
初
期
の
『
龍
録
内
無
名
経
論

律
』
の
中
に
そ
の
名
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

HUNωE

白
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
八
世
紀
の
後
半
か
ら
九
世
紀
の
前
半

で
あ
る
。
」
(
方
広
鍋
主
編
『
蔵
外
仏
教
文
献
』
第
六
冊
、
宗
教

文
佑
出
版
相
、
一
九
九
八
年
、
三
八
二

1
三
八
三
頁
)
。

(
7
)

復
礼
に
つ
い
て
は
、
『
宋
高
僧
伝
』
巻
三

0
・
「
唐
京
兆
大
興

善
寺
復
礼
伝
」
(
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
五

O
、
八
一
二
頁

下
)
に
伝
記
が
あ
る
。

(
8
)

法
宝
に
つ
い
て
は
、
『
宋
高
僧
伝
』
巻
四
「
唐
京
兆
大
慈
恩

寺
法
宝
伝
」
(
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
五

O
、
七
二
七
頁
上
1

中
)
に
伝
記
が
あ
る
。

(
9
)

実
叉
難
陀
に
つ
い
て
は
、
『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
(
『
大
正
新

修
大
蔵
経
』
巻
五
五
、
五
六
六
頁
上

1
中
)
、
『
続
古
今
訳
経
図

記
』
(
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
五
五
、
三
六
九
頁
中

5
下)、

『
宋
高
僧
伝
』
巻
二
・
「
唐
洛
京
大
遍
空
寺
実
叉
難
陀
伝
」
(
『
大

正
新
修
大
蔵
経
』
巻
五

O
、
七
一
八
頁
下

1
七
一
九
頁
上
)
に

伝
記
が
あ
る
。
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(
叩
)
義
浄
に
つ
い
て
は
『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
(
『
大
正
新
修
大

蔵
経
』
巻
五
五
、
五
六
八
頁
中

i
五
六
九
中
)
、
『
宋
高
僧
伝
』

巻
一
・
「
唐
京
兆
大
薦
福
寺
義
浄
伝
」
(
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

巻
五

O
、
七
一

O
頁
中

t
七
一
一
頁
中
)
に
伝
記
が
あ
る

(
刊
)
法
蔵
に
つ
い
て
は
、
閣
朝
隠
撰
「
大
唐
大
薦
福
寺
故
大
徳
康

蔵
法
師
之
碑
」
(
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
五

O
、
二
八

O
頁
中

1
下
)
、
様
致
遠
撰
「
大
唐
大
薦
福
寺
故
寺
主
翻
経
大
徳
法
蔵

和
尚
伝
」
(
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
五

O
、
二
八

O
頁
下
)
、

『
宋
高
僧
伝
』
巻
五
・
「
周
洛
京
仏
授
記
寺
法
蔵
伝
」
(
『
大
正
新

修
大
蔵
経
』
巻
五

O
、
七
三
二
頁
上

1
中
)
に
伝
記
な
ど
が
あ

る
。
ま
た
、
彼
と
武
則
天
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
武
則

天
の
仏
教
政
策
1
太
原
寺
の
役
割
を
中
心
に
1
」
(
『
中
央
大
学

大
学
院
論
究
』
文
学
研
究
科
筒
・
第
四

O
号
、
二

O
O七
年
)

九
六
頁
に
参
照
。

(
惚
)
大
乗
入
梼
伽
経
巻
第
じ

久
視
元
年
五
月
五
日
於
東
都
三
陽
宮
子
闘
薗
三
歳
質
叉
難

陀

奉

詔

静

沙

門

波

嵩

筆

受

沙

門

玄

範

筆

受

沙

門

復

槌

綴

文

沙

門

法

貨

鐙

義

沙

門

弘

且

思

議

義

太
子
中
書
舎
人
買
庸
一
服
監
護

[
録
文
前
掲
注

(
3
)
池
田
温
『
中
国
古
代
写
本
識
語
集

録
』
二
四
七

1
二
四
八
頁
〕

(
市
)
『
開
元
釈
教
録
』
巻
九
の
ほ
か
に
も
類
似
す
る
内
容
の
史
料

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
掲
注
(
日
)
参
照
。

(
川
内
)
『
新
庸
書
』
巻
一
九
七
・
循
更
・
貿
敦
願
伝
に
も
「
買
敦
願
、

曹
州
寛
句
人
也
。
(
中
略
)
時
弟
敦
寅
属
候
陽
令
、
政
清
静
、

吏
民
嘉
美
。
(
中
略
)
子
麿
一
一
幅
、
左
散
騎
常
侍
、
昭
文
館
事
士
、

以
期
間
懐
貞
熱
諒
」
と
い
う
類
似
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
布
、
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
五
上
、
頁
麿
福
の
左
散
騎
常
侍
は
、

『
新
唐
書
』
巻
八
三
・
列
伝
第
八
・
太
平
公
主
伝
中
に
は
、
「
右

散
騎
常
侍
」
に
作
る
。

(
市
)
賀
府
福
は
太
平
公
主
と
貸
懐
貞
ち
の
謀
反
の
件
で
そ
の
党
与

と
し
て
殺
古
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
旧
唐
書
』
巻
七
・
審

宗
本
紀
に
「
(
先
天
二
年
)
秋
七
月
甲
子
、
太
平
公
主
輿
僕
射

賀
懐
貞
、
侍
中
山
守
義
、
中
書
令
指
至
忠
、
左
羽
林
大
将
議
常
元

楢
等
諜
逆
、
事
費
、
皇
帝
率
兵
諒
之
。
窮
其
葉
興
、
太
子
少
保

醇
稜
、
左
散
騎
常
侍
頁
暦
一
層
、
右
羽
林
将
軍
李
慈
李
欽
、
中
書

舎
人
李
猷
、
中
書
令
崖
涯
、
尚
書
左
丞
虚
臓
用
、
太
子
令
伺
孝

忠
、
僧
恵
範
等
皆
諒
之
」
と
あ
る
。

(
時
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宋
越
明
誠
撰
『
金
石
録
』
巻
第
二

五
中
「
周
大
雲
寺
碑
」
に
、
「
大
雲
寺
碑
頁
麿
一
繭
一
撰
、
弁
八
分

官
。
其
筆
法
精
妙
可
喜
。
按
欝
唐
史
去
、
武
后
鋳
九
鼎
闘
寓
山

川
物
像
、
命
工
書
人
買
贋
一
幅
・
醇
昌
容
李
元
振
・
鐙
紹
京
等

分
題
之
。
紹
京
之
書
世
田
多
有
、
謄
一
一
服
筆
跡
難
僅
存
、
然
世
亦

未
嘗
有
稽
之
者
。
如
昌
容
等
書
遂
不
得
見
、
以
此
知
士
所
以
自

著
干
不
朽
者
、
果
在
徳
而
不
在
塾
也
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

(
ザ
)
河
内
大
雲
寺
碑
は
、
現
在
河
南
省
め
陽
市
博
物
館
に
陳
列
さ
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れ
て
い
る
。
こ
の
碑
を
収
録
す
る
金
石
史
料
と
し
て
は
、
前
掲

注
(
市
)
越
明
誠
撰
『
金
石
録
』
巻
第
二
五
の
他
に
、
陳
思
蝶

『
宝
刻
叢
編
』
巻
六
、
王
剥
撰
『
金
石
草
編
』
巻
六
四
・
唐
二

回
、
孫
岳
頒
等
奉
勅
撰
『
御
定
侃
文
斎
書
画
譜
(
四
)
』
巻
七

一
一
、
侃
涛
撰
『
六
芸
之
一
録
(
二
)
』
巻
七
六
、
洪
剛
山
燈
撰

『
平
津
読
碑
記
』
巻
五
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
『
金
石
悲
編
』
に

は
、
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
差
語
等
奉
勅
援
『
全

唐
文
』
巻
二
五
九
に
も
全
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、

『
全
唐
文
』
に
は
、
「
太
子
中
舎
人
上
位
園
武
威
買
謄
一
幅
一
撰
文
弁

書
、
害
祖
康
皇
帝
孫
文
林
郎
太
原
武
蓋
瀧
助
上
」
、
「
大
周
大
足

元
年
歳
次
辛
丑
五
月
美
酉
朔
十
五
日
丁
亥
建
」
と
い
う
文
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。
『
金
石
翠
編
』
の
撰
者
の
王
剥
が
「
按
御
文

約
二
千
三
百
字
、
存
者
尚
千
七
百
除
字
、
而
於
最
要
廃
頗
多
闘

渦
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
碑
の
欠
損
が
多
く
、
特
に
重
要
な
部

分
に
文
字
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
本
文
に
掲
げ
た
史

料
の
記
述
に
つ
い
て
は
筆
者
が
原
文
(
『
金
石
草
編
』
収
録
)

の
武
周
新
字
を
正
字
に
統
一
し
た
。
な
お
、
録
文
は
『
金
石
筆

編
』
と
『
全
唐
文
』
を
校
合
L
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
校
合

箇
所
に
つ
い
て
は
以
下
に
掲
げ
る
。

「
置
長
寄
寺
」
『
金
石
悲
編
』
で
は
判
読
で
き
な
い
文
字
と

な
っ
て
お
り
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。

「
天
瑞
地
符
」
「
天
」
・
「
地
」
は
武
周
新
字
。

「
風
揚
月
至
」
「
風
揚
」
は
『
金
石
翠
編
』
で
は
文
字
が
判
読

で
き
な
い
た
め
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。
「
月
」
は
武
周

新
字
。

「
御
金
輪
以
正
寓
邦
」
『
金
石
草
編
』
で
は
文
字
が
判
読
で
き

な
い
た
め
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。

「
千
聖
」
「
聖
」
は
武
周
新
字
。

「
億
劫
之
前
」
「
億
」
は
『
金
石
筆
編
』
で
は
判
読
で
き
な
い

文
字
と
な
っ
て
お
り
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。

「
如
来
熔
身
」
「
臆
」
は
『
金
石
苓
編
』
で
は
判
読
で
き
な
い

文
字
と
な
っ
て
お
り
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。

「
僻
授
一
生
之
記
」
「
僻
」
は
『
金
石
平
編
』
で
は
判
読
で
き

な
い
文
字
と
な
っ
て
お
り
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。
ま

た
、
「
授
」
は
武
周
新
字
。

「
長
室
町
之
前
名
」
「
書
」
は
『
金
石
翠
編
』
で
は
判
読
で
き
な

い
文
字
と
な
っ
て
お
り
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。

「
大
雲
之
伎
」
『
金
石
草
編
』
で
は
判
読
で
き
な
い
文
字
と

な
っ
て
お
り
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。

「
阜
暦
朝
寄
」
「
早
」
・
「
朝
」
は
『
金
石
孝
編
』
で
は
判
読
で

き
な
い
文
字
と
な
っ
て
お
り
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。

「
調
露
之
際
」
「
露
之
」
は
『
金
石
翠
編
』
で
は
判
読
で
き
な

い
文
字
と
な
っ
て
お
り
、
『
全
唐
文
』
に
よ
っ
て
補
う
。

(
旭
)
『
唐
六
典
』
巻
二
六
・
太
子
右
春
坊
の
条
に
は
、
「
太
子
中
舎

人
二
人
、
正
一
札
口
問
下
」
と
あ
り
、
職
は
中
古
侍
郎
に
擬
う
と
あ

る
D

『
冊
府
元
亀
』
巻
七

O
八
・
宮
臣
部
・
総
序
に
「
太
宗
貞

観
初
、
改
太
子
中
舎
人
矯
中
允
、
復
置
中
舎
人
」
申
注
に
「
中

合
人
又
謂
之
太
子
中
書
舎
人
」
と
あ
り
、
太
子
中
舎
人
と
太
子

中
書
合
人
は
同
じ
官
職
で
あ
る
。

(
叩
)
前
掲
注

(
2
)
矢
吹
慶
輝
「
大
雲
経
と
武
周
革
命
」
六
九
六
頁
。
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(
加
)
前
掲
注

(
2
)
矢
吹
慶
輝
「
大
雲
経
と
武
周
革
命
」
七

0
0

頁
等
。

(
引
)
武
則
天
が
新
訳
華
厳
経
に
序
文
を
書
い
た
こ
と
む
つ
い
て

は
、
前
掲
注

(
9
)
参
照
。

(
辺
)
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
一

O
、
一
頁
上
。

(
幻
)
崇
福
寺
に
つ
い
て
は
、
『
長
安
志
』
巻
一

O

休
祥
坊
・
崇

福
寺
条
、
『
唐
両
京
城
坊
考
』
巻
4
・
休
祥
坊
崇
福
寺
条
な

ど
参
照
。
ま
た
、
前
掲
注
(
什
)
捌
稿
「
武
則
天
の
仏
教
政
策

太
原
寺
の
役
割
を
中
心
に

l
」
じ
九

1
九
八
頁
な
ど
参
照
。

(M)

師
利
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注

(
2
)
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之

研
究
』
八
一

1
八
四
頁
、
西
本
照
真
『
三
階
教
の
研
究
』
(
東

京
・
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
)
一

O
四
頁
表
等
に
言
及
さ
れ
て

い
る
。

(
お
)
当
該
の
(
目
録
」
が
ど
う
い
っ
た
目
録
を
指
し
示
す
も
の
か

は
、
本
写
本
(
印
出
品
N
U
)

の
書
写
年
代
を
含
め
精
査
さ
れ
る
べ

き
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
m
m
)

前
掲
注
(
剖
)
参
照
。
ま
た
、
陽
学
男
「
一
ニ
階
教
典
籍
的
流

伝
与
演
変
」
(
『
敦
健
学
輯
刊
』
ニ

O
二
年
第
二
期
)
五
二

1

五
三
頁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(
U
)

前
掲
注
(
剖
)
西
本
照
真
『
三
階
教
の
研
究
』
一

O
四
頁
表

参
照
。

(
お
)
持
珠
校
量
功
徳
経
一
巻

紳
龍
元
年
正
月
廿
三
日
北
天
竺
圏
三
識
茸
云
阿
佑
轟
那
、
唐
一
E

畳
思
惟
宣
誇
党
本

翻
経
大
徳
僧
戸
利
抹
多
護
党
本
義

婆
羅
門
大
首
領
臣
李
無
諸
課
語

翻
経
大
徳
大
興
善
寺
僧
師
利
語
義

至
景
蛋
二
年
歳
次
辛
亥
三
月
十
三
日
奏
行

太
極
元
年
四
月
日
正
議
大
夫
太
子
洗
罵
照
(
昭
)
文
館
事

士
張
費
賢

等
進
奉
勅
太
中
大
夫
照
(
昭
)
文
館
墜
士
鄭
喜
王
詳
定

奉

納

秘

書

少

監

亭

士

業

利

器

詳

定

勅
正
議
大
夫
行
太
府
卿
昭
文
館
事
士
沈
佳
期
詳

定
勅
銀
青
光
職
大
夫
太
子
右
諭
徳
昭
文
館
皐
士
丘
悦

詳
定
勅
銀
青
光
蔽
大
夫
黄
門
侍
郎
昭
文
館
皐
士
上
住
図

李
丸
詳
定

勅
工
部
侍
郎
昭
文
館
摺
土
上
護
軍
虚
減
用

詐
定
勅
左
散
騎
常
侍
昭
文
館
事
土
権
兼
検
校
右
羽
林
将

軍
上
柱
園
高
時
昌
勝
開
園
伯
貰
暦
一
一
繭
詳
定

勅
右
散
騎
常
侍
照
(
昭
)
文
舘
阻
害
士
権
兼
検
校
左
羽

林
路
軍
上
柱
国
一
一
品
平
勝
開
園
侯
(
徐
)
彦
伯
詐
定

勅
銀
背
光
線
大
夫
行
中
書
(
侍
)
郎
昭
文
館
副
ナ
士
兼

太
子
左
庶
子
崖
漂
詳
定

勅
金
紫
光
雄
大
夫
種
部
尚
喜
昭
文
館
皐
士
上
住
図

晋
園
公
酵
榎
詳
定

奉奉奉奉奉奉車
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延
和
元
年
六
月
廿
日
大
興
善
寺
翻
経
沙
門
師
利
検

校寓
奉
勅
令
昭
文
館
事
士
等
詳
定
編
入
自
(
自
)

録
詑
流
行

(印

S
N
G

録
文
前
掲
注

(
3
)
池
田
温
『
中
国
古
代
写

本
識
語
集
録
』
二
八
三
頁
)

(
m
m
)

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
四
九
、
三
七
二
頁
下
。
ま
た
、
中

宗
の
神
電
四
年
と
い
う
年
号
は
存
在
し
な
い
。
前
掲
注

(
2
)

矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』
に
は
、
景
竜
二
年
(
七

O
八
)

と
作
る
(
六
六
回
頁
)
。

(
ぬ
)
前
掲
注

(
2
)
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』
八
四

1
八
五

頁。

(
剖
)
化
度
寺
に
つ
い
て
は
、
小
野
勝
年
『
中
国
階
唐
長
安
・
寺
院

史
料
集
成
史
料
篇
』
(
京
都
法
蔵
館
・
一
九
八
九
年
)
一
一

九
五

i
二
九
九
頁
、
同
書
解
説
編
一
九
二

1
一
九
四
頁
等
参

照
。
ま
た
、
三
階
教
白
無
尽
蔵
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
注

(
2
)
矢
吹
慶
輝
『
三
階
教
之
研
究
』
一
一
一
一
一

1
一
一
八
頁
、

塚
本
善
隆
「
信
行
の
三
階
教
団
と
無
尽
蔵
に
つ
い
て
」
(
『
塚
本

善
隆
著
作
集
第
三
中
国
中
世
仏
教
史
論
考
』
東
京
・
大
東
出

版
社
、
一
九
七
五
年
)
一
九
一

t
二
O
七
頁
、
前
掲
注
(
山
由
)

西
本
照
真
「
三
階
教
の
研
究
』
一
一
一
一

1
一
二
五
頁
、
楊
学
勇

「
三
階
教
無
尽
蔵
法
研
究
」
(
『
敦
健
学
輯
刊
』
二

O
O八
年
第

一
期
)
一
四
一

1
一
四
五
頁
等
が
あ
る
。

(
担
)
武
則
天
の
無
尽
蔵
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
『
唐
両
京
城
坊
考
』

巻
四
・
義
寧
坊
・
化
度
寺
条
に
も
、
「
按
武
后
移
此
寺
無
尽
蔵

於
東
都
一
幅
先
寺
、
日
久
漸
耗
、
尋
移
院
本
院
。
至
閲
元
九
年
、

以
所
飴
散
京
師
諸
寺
、
遂
絶
藷
」
と
い
う
類
似
す
る
記
述
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

(
ね
)
王
利
撰
『
金
石
卒
編
』
巻
七
一
唐
三
一
。

(
剖
)
『
唐
会
要
』
巻
四
八
・
福
先
寺
の
条
に
は
、
「
一
一
帽
先
寺
遊
墓

坊
。
武
太
后
母
楊
氏
宅
。
上
元
二
年
、
立
馬
太
原
寺
。
垂
挟
三

年
二
月
、
改
局
魂
園
寺
。
天
授
二
年
、
改
盛
一
繭
先
寺
」
市
と
あ
る
。

(
お
)
無
尽
蔵
移
転
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
(
引
)
塚
本
普

隆
「
信
行
の
三
階
教
団
と
無
尽
蔵
に
つ
い
て
」
一

O
一
頁
に
言

及
さ
れ
て
い
る
。

(
担
)
前
掲
注
(
刊
)
拙
稿
「
武
則
天
の
仏
教
政
策
!
太
原
寺
の
役

割
を
中
心
に

l
」
七
九

1
九
八
頁
参
照
。

(
訂
)
表
玄
智
に
つ
い
て
は
、
『
太
平
広
記
』
巻
四
九
三
裳
玄
智

伝
を
み
る
こ
と
が
T
き
る
。

(
担
)
唐
乾
封
元
年
(
六
六
六
)
に
建
立
さ
れ
、
敦
偉
マ
影
響
力
を

持
っ
た
大
寺
院
の
一
つ
で
あ
る
霊
図
寺
(
季
羨
林
主
編
『
敦
爆

学
大
辞
典
』
上
海
辞
書
出
版
社
、
一
九
九
八
年
、
六
三
九
頁
)

で
も
三
階
教
関
連
の
経
典
が
書
写
さ
れ
学
習
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
、
「
上
元
三
年
正
月
五
日
」
の
奥
書
を
持
つ
出
口
C

主
宰
(
中

国
国
家
図
書
館
編
『
国
家
図
書
館
蔵
敦
鐘
遺
書
』
第
六

O
冊、

北
京
図
書
館
出
版
社
、
二

O
O七
年
、
二
九
二

1
二
九
七
頁
)

な
ど
の
例
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
一
二
階

教
無
尽
蔵
院
の
活
動
は
影
響
力
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西

本
氏
等
に
よ
っ
て
も
指
摘
き
れ
て
い
る
(
前
掲
注
(
白
)
西
本

照
真
『
三
階
教
の
研
究
』
一
二
四
頁
)
。
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表 1 買麿福関連年表

買膚福田事積

年号 西暦 事績[出典]

上元2年 675 

垂扶4年 688 

格掴元年

7月
690 

載相元年

9月9日
690 

天授2年

4月
691 

691 

692 
の間

如意元年 692 

長寿2年 6田

官品・備考

武則天且びその直韓の時期の

主な仏教政治関係事項

関路事項[出典] 備考

東都にて母の楊氏

のる宅(大を福太先原寺寺)[に『会す』
天授2年 (691)福

先寺ξ改称[[会』

巻4s寺、『城』巻 巻48・寺]

5・教義坊]

明堂の後に天堂を

建造し、仏散を安

置。天堂を造るた

めに、数年の問、

出費は万催。無遮

明堂完成[[旧』巻 会を設けられるた

6・則天皇后] びに、万絹を用い、

銭を 10"'ばらまい

た。公私田宅の多
くは僧恒の所有

[[鑑』巻205.r旧j
巻22 礼儀2]

『大書経jを天下に

頒布諸州に大雲

寺を置く 度憎千

人[[旧』巻6 貝u
天皇后]

国号を周と改める、

天授と改元聖神

皇帝の尊号を加え

る [r旧』巷6・則
天皇后]

f仏先道後jの宗教
政世に変更 u旧』
巻6 則天皇后]

化度寺の無尽蔵を

大福先寺に移させ

る[[両』巷3・
『域J巻4]

二階教の法蔵に大

福先寺の無尽蔵を

検校させる[[大唐 『金石苓編』巻71
浄域寺故大徳法蔵

禅師塔銘並リ串Jl

『宝雨経』訳出

[5.2278] 
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証聖元年 695 
明堂焼失{日日』巻

6・則究皇后]

『大方広仏軍服経』
格陽の大遍空寺で

証聖元年 695 の翻訳に監護 [r宋』
『大方広仏華融経』

巻2 実叉難陀伝]
を翻訳させる [f宋』
巻2 実叉難陀伝]

沙門明佳等『大周

証聖元年 695 
刊定衆経目録』を

撰させる[[宋』巻
2.輩智伝附伝]

勅によって二階教

は異端とされ、奥

証聖元年 695 
籍は倍経・雑拝録 武則天による第1

とみなされる [1大 回禁圧とされる

周刊定衆経目録』

巷15(大正蔵55)J

万歳畳封
新明堂を建成通

元年
696 天宮と号す[[責』

巻2旧]

万融通天
武則天の九州鼎の

著作郎(能五品上)

元年
696 題字 [1旧』巻22

礼儀2J
書に長けている

万歳通天
697 

明堂の庭に置く九

2年4月
州鼎の完成[[旧』

巻6 則天皇后]

『大方広仏牽雌経』

朝諸大夫(従五品
翻訳終了、警蹴の

『大方広イム筆融経』 上)守太子中舎人
法蔵(翻訳参加者)

聖暦2年 699 翻訳終了(監護) (正五品下)上柱閣、
に仏授記寺で新訳

[P2:U4J 法宝弘景法蔵・
華厳経を講じさせ

徳感車曙等参加
る[[宋』巻2 実

豆難陀伝、巷5

法蔵伝]

一階教の活動に制

隈が加えられ(乞

生・長斎・絶穀・

持戒坐禅に限定、

聖暦2年 699 
他の活動は違法)、 武則天による第2

三階教典籍は目録 回禁圧とされる

から削除させる

[1大周刊定衆経目

録』巷 15(大正蔵

日)J

『大乗入甥伽経』の
太子中書舎人有

『大乗入梼伽経』を

久視元年 700 翻訳に監護 [1宋』 翻訳させる[[宋』

巻2・実叉難陀伝]
名な信らの参加

巻2・実主難陀伝]
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大足元年
河内大雲寺碑建て

太子中舎人上柱国
701 られる (1要文並び

5月 15日
書)[河内大雲寺碑]

『金石草編』巻64

二階教の法蔵に也

701 
度寺の無尽蔵を検

長安年 校させる[[大唐捧 『金石革編』巻71
704 

域寺故大徳法蔵禅

師塔銘並序J1

神竜元年
705 

I持酷校量功徳経』
正月四日 の翻訳 [5.29261

神竜元年
武則天は上陽宮で

705 崩御[[I臼』巻6 この年中宗即位
11月

別天皇后]

景竜元年
『仏，，!ijミ所犯者瞳Vj[ 二階教の憎師利

707 法鏡経』の翻訳 の情咋とされる
12月"日

[S.24231 [西本 19981

化成寺で無遮大会
神竜4年の年号存

神竜4年 708 を設けさせる [r仏』
在しない

巻 401

化度寺で無遮大会

景竜4年 710 を設けさせる [1旧』 この年書宗即位

巻7 中宗本紀]

左散騎常侍(従ュ
『持昧校量功徳経』ー

『持珠校量功徳経1・品)昭文館学土権 三階教の憎・師事I
延和元年 『仏説示所把者i瑞伽 兼杭校布沼林将軍

『仏説示所犯者時伽
の偽作とされる

6月20日
712 
法鏡経』奉勅祥定 上柱国寿昌県開国

法鋭経』目録の中
[西本 1998] こ白

[5.2926 . 5.2423] 伯 「祥定Iを行う
に入れて流行させ

年玄宗即位

のは皆当時の高官
る [S.2四6'5.2423]

『一切道経音義1・
銀背光禄大夫(従

三品)右散騎常侍

先天元年 712 
『妙円由起』編纂の

(従三品)昭文館学

.2年 -713 
関わり lr妙門由起

士権検校右羽林将
序1(油田、『全唐

文』巻923 史崇)1 
軍上柱国寿昌県開

国侯

太平公主と貰懐貞
玄宗は太平公主を

等の謀反の件で殺
先天2年

713 されるIrI日』春7
諒殺 11旧』巷8

7月
書宗本紀、巻 185

玄宗本紀上、巻

上・買敦国伝]
183 太平公主伝]

無尽蔵を取り壊さ 『冊』巻 159にやや

せ、所蔵の銭や絹 詳細の史料がある

開元元年 713 は長安の諸寺が損 が、開元9年 (721)

壊を修復するため とする。『域』にも

に提供[[両』巷31 開元9年tある

※『会j~ r問会要』、『城j~ r唐両京妙油考』、『旧j~ r旧唐書l[同J~ r両京新記』、 f宋J~ r宋高併
缶J，r費J~ r資治通鑑』、『仏J~ r仏祖統紀』、『冊J~ r冊府元亀i、西本 1998=註 (24)参盟、池田=註
(3) 参照、 p~フランス国立図書館、ペリオ蒐集龍文文献、 s=大英図書館、スタイン班集漢文文献


